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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２５年６月１９日 １４時３０分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方２６４海里付近 

（概位 北緯３５°０６.０′ 東経１４６°１１.０′） 

事故調査の経過  平成２５年８月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八十三稲荷
い な り

丸、４９９トン 

 ＩＧ１－６６３（漁船登録番号）、有限会社廣屋 

 ６６.０６ｍ×９.５０ｍ×４.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成８年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５９年１２月２５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月２０日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１２月２４日 

甲板員Ａ 男性 １８歳 

機関員Ａ（キリバス共和国籍） 男性 ３３歳 

甲板員Ｂ（キリバス共和国籍） 男性 ３３歳 

 死傷者等 軽傷 ３人（甲板員Ａ、機関員Ａ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 船首甲板のコンベア、コンベアの部品及びシュートの曲損、オーニン

グ破損等 

 事故の経過  本船は、船長ほか３０人が乗り組み、犬吠埼東方沖の漁場でかつお

漁の操業を行っていた。 

 船長は、風が強くなってきたので、操業をやめようと考えていたと

ころ、船首のウィンドラスのブレーキが緩み、錨が船首外板をたたき

始めたため、操業を中止し、船首が波をかぶらないよう、船首を風下

に向けて速力約８ノットで航行を行い、乗組員に錨鎖を巻き直させ

た。 

本船は、船首での作業終了後、甲板員Ａ、機関員Ａ及び甲板員Ｂが

餌の管理を行うために船首甲板上で作業をしていたところ、平成２５

年６月１９日１４時３０分ごろ、犬吠埼東方沖において、左舷船尾方
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から船首甲板上に波が打ち込み、船首甲板に張っていたオーニングの

上に海水が大量に落下し、船首甲板上のコンベアの部品等が流され、

甲板員Ａ、機関員Ａ及び甲板員Ｂに当たった。 

 船長は、乗組員の負傷及び船体の状況を確認し、漁ろう長と相談し

た後、操業を中止して１５時００分に神奈川県三浦市三崎港に向けて

航行を始め、６月２１日０８時２０分ごろ入港して負傷者を病院に搬

送し、甲板員Ａが右足靱
じん

帯損傷及び脛
けい

骨骨折と、機関員Ａが左足脛骨

骨折と、甲板員Ｂが右足脛
すね

打撲症とそれぞれ診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ６ 

海象：うねり波高 約３～４ｍ、波向 南南西 

 その他の事項 

 

 本船は、後部甲板が低く、本事故当時、燃料及び清水が積載されて

乾舷が低くなっており、船尾方からうねりを受けていたため、船首が

左右に振れながら、航行していたところ、船首が少し左に振れたとき

に波を受けた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

なし 

あり 

 本船は、犬吠埼東方沖を北北東進中、左舷船尾方から波を受けたこ

とから、乗組員３人が、船首甲板上で作業をしていたところ、流され

たコンベアの部品等が当たって負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、犬吠埼東方沖を北北東進中、左舷船尾方から波

を受けたため、乗組員３人が、船首甲板上で作業をしていたところ、

流されたコンベアの部品等が当たったことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・波高が高い場合には、甲板上での作業を行わないことが望まし

い。 

 


